
※吸収缶の交換は取扱説明書に従って、正しく行ってください。

□防毒マスク用　　　□防毒用電動ファン付き呼吸用保護具用

●部署名

●作業内容

●保護具着用管理責任者名

●ガス名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●交換基準　算定有効時間　　　   　　　　　  　　　時間     又は　　　　　　　　　　日　　毎に交換を行う。

記入例

使用者名 12年  6  月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

（交換基準　　3日毎） 交換記録 ○ ○ ○ ○

使用者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（交換基準　　　　　 毎）　　　　交換記録

使用者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（交換基準　　　　　 毎）　　　　交換記録

使用者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（交換基準　　　　　 毎）　　　　交換記録

使用者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（交換基準　　　　　 毎）　　　　交換記録

使用者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年

月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（交換基準　　　　　 毎）　　　　交換記録

マスクや吸収缶の選定や使用・有効時間の算定についての相談、お問い合わせは・・・・

2024年5月現在 取扱ガイド-安衛‐24001

　　　　　　　　　　年　　　　　月　

・使用時間の累計があらかじめ定めた交換基準に対して余裕があるうちに、必ず新しい吸収缶と交換しましょう。
・有効時間は、対象のガス（濃度や種類、温度、湿度など）や作業場所によって異なります。また有効時間が著しく短くなるガスがあります。
・交換基準に達していない場合でも、臭いや刺激などを感じたらすぐに作業を中止して管理者に報告してください。

吸収缶交換の記録

●使用マスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●使用吸収缶

　（記録の保存期間　　　　　年）

所属長印

例

管理者印

北海道営業所 TEL.011(212)1527

仙台営業所 TEL.022(374)0420

新潟営業所 TEL.025(255)0121

千葉営業所 TEL.043(293)0411

北陸営業所 TEL076(298)1010

大阪営業所 TEL.06(6326)9223

神戸営業所 TEL.078(511)0414

倉敷営業所 TEL.086(423)2321

熊谷営業所 TEL.048(524)2928

東京営業所 TEL.03(5276)8063

横浜営業所 TEL.045(242)6566

名古屋営業所 TEL.052(753)7872

広島営業所 TEL.082(511)1281

四国営業所 TEL.0897(34)8927

九州営業所 TEL.0942(38)1651


